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市議会への請願や陳情
◆どなたでも提出できます
　市民の皆さんは、身近で困っている問題について市議会にその実情を訴える
ことができます。これを請願や陳情といいます。

◆提出には、次のことに注意してください

・書式は≪例≫を参考に、日本語で簡潔
にまとめてください。内容が２件以上
にわたるときは、１件ごとに提出して
ください。

・請願には、１人以上の紹介議員が必要
ですが、陳情には必要ありません。

・請願（陳情）者が複数の場合は、代表
者を決めてください。

・請願（陳情）は、必ず議会事務局へ持
参してください。

・定例会初日前３日（土・日曜日、休日
を除く）までに提出してください。郵
送の場合は、請願（陳情）として受け
付けることはできませんが、要望書と
して全議員に配付します。

・請願（陳情）者の住所・氏名は一般に
公開されますので、あらかじめご了承
ください。

○○○に関する請願（陳情）�

平成　年　月　日�

綾瀬市議会議長　殿�

紹介議員　�
　（署名または記名押印）�

請願（陳情）者�

趣旨�

理由�

氏名　○○○○　印�
住所�

《例》

請 願 ・ 陳 情 の 審 査 結 果

審査日
結　果

件　　　　　　名付託委員会

２２．９．３
趣旨不了承

綾瀬市議会議員の議員数の削減に関する陳
情

議会運営

２２．９．８
継 続 審 査

全国学力・学習状況調査結果の公開につい
ての陳情

総務教育

２２．９．６
趣旨不了承

子ども手当の廃止を求める意見書の提出に
関する陳情書

市民福祉
２２．９．６
趣 旨 了 承

重度障害者医療費助成に関する陳情

２２．９．６
継 続 審 査

保育制度改革に関する意見書提出を求める
陳情書

２２．９．７
趣旨不了承

寺尾上土棚線北伸計画の廃止を求める陳情

経済建設
２２．９．７
趣 旨 了 承

（仮称）綾瀬インターチェンジの早期整備
に関する陳情

『意見書』とは
　意見書とは、広く社会一般の利益に関する事柄で、直接、議会の権利
が及ばない国などの事務について、議会としての意思をまとめた文書の
ことをいいます。
　市民の皆さんからの要望や意見を、国政や県政に反映させるため、地
方自治法第９９条「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件に
つき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」との規定
に基づき、国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。

　神奈川県を横断する東名高速道路は、わが国の道路交通の大動脈であり、首
都圏の経済の活性化や利便性向上のために欠くことのできない都市基盤となっ
ている。
　東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木インターチェンジ間は１５．３
キロメートル離れているため、中間に位置する綾瀬市や周辺地域からはアクセ
スしにくい状況にあり、経済活動が活発な首都圏において、良好な道路ネット
ワークを形成する上で大きな課題となっている。
　そのため、綾瀬市では、東名高速道路の横浜町田インターチェンジと厚木イ
ンターチェンジの間にある本市にインターチェンジを早期に設置させるため、
神奈川県を初め、地元市民や経済団体とともに活動を続けてきた。
　そのような中において、神奈川県では周辺市町の要望も踏まえ、本インター
チェンジへのスマートインターチェンジ導入に向け検討を進めているところで
ある。
　このインターチェンジが実現すれば本市及び周辺地域だけでなく、首都圏の
経済活性化や利便性の向上、さらに交通混雑の緩和にも大きな効果が期待でき
ると確信している。
　よって、国においては、（仮称）綾瀬インターチェンジの早期整備に向け、
予算等所要の措置を図られるよう強く要望する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成２２年９月２４日

綾瀬市議会議長　青　�　　　愼

　内閣総理大臣　総務大臣　国土交通大臣　　あて

（仮称）綾瀬インターチェンジの早期整備を求める意見書

99月月定例会で可決された意見書定例会で可決された意見書
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